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令和 5 年度介護保険住宅改修 

受領委任払取扱事業者研修会資料 

 
周南市高齢者支援課 

 
日時：令和 5 年 10 月 31 日（火）14 時～15 時半 

場所：周南市役所 共用会議室 G 

 

 

 
研修会資料一式（必ず全ての資料がそろっているか確認をしてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研修会資料（こちらの資料です） 

 （別紙１）手続きの流れ 

 （別紙２）住宅改修受領委任払Ｑ＆Ａ 

 （別紙３）介護保険最新情報 Vol.664（平成 30年 7月 31日発) 
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介護保険住宅改修費受領委任払について 

1. 概要 

介護保険住宅改修費支給制度とは、要介護（支援）状態になった人が、可能な限り、居

宅でその有する能力に応じた自立した生活を送ることができるように支給される介護給付で

す。利用者が暮らしやすいように住環境を整えるためには、利用者の身体状況、日常の生

活の様子、住宅の状況などを総合的に勘案したうえで、住宅改修を行っていく必要がありま

す。周南市では、介護保険法及び周南市介護保険住宅改修受領委任払に関する要綱等

に基づき、被保険者の一時的な経済負担を軽減するため、住宅改修費の受領委任払い

の実施及び施工事業者の登録をしています。 

 

2. 住宅改修の種類 

被保険者が、自宅で自立した生活を送ることができるように次の改修を行うこと 

  １）手すりの取り付け 

  ２）段差の解消 

  ３）滑り防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更 

  ４）引き戸等への扉の取替え 

  ５）洋式便器等への便器の取替え 

  ６）その他、上記に付帯する必要な工事 

 

  住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、『被保険者の資産形成につながらないよう、

また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、

手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なもの』であることと定められています。 

 

3. 「受領委任払い」とは 

住宅改修にかかった費用について、被保険者は自己負担分（１，２又は３割）で支払い、

残りの保険給付分（９，８又は７割）については、被保険者からの委任に基づき周南市から

施工事業者に直接支払う制度 

周南市では、被保険者が受領委任払登録を受けた施工事業者を利用して施工された

場合のみ受領委任払いでの住宅改修が可能 

 

※「償還払い」では、被保険者は一旦住宅改修費の全額（10割）を施工事業所に支払い、

その後被保険者は申請により市から保険給付分（９，８又は７割）の支払いを受ける制度 
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4. 受領委任払の事業者登録申請について 

登録要件 

  ①周南市内に事業所があること 

➢ 市内にある事業所ごとの登録 

➢ 周南市（課税課）に法人等の開設届書が出ていること 

➢ 個人事業者の場合は市内に住所を有すること 

    

  

                                             

 

 

 

 

 

  

 

 

  ②市で開催する住宅改修に関する研修を受講していること 

➢ 新規登録 ・・・ 研修会に必ず出席 

➢ 更新登録 ・・・ 研修資料を熟読することにより研修受講とみなす 

  ③市税の滞納がないこと 

  ④介護保険の住宅改修の施工実績があること（令和4年４月１日以降） 

  ⑤暴力団等排除要綱に該当しないものであること 

 

提出書類 

  ①住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書 

   留意点１ 「事業者名称」は、法人等の届出書の名称を記載のこと 

  ②確約書（提出は両面コピーしたもの） 

  ③市税の滞納のないことのわかるもの 

   様式：「滞納の無いことの証明書」  

   発行：周南市課税課 市民税担当（℡0834-22-8271） 200円／通 

  ④令和4年度以降の介護保険住宅改修費対象工事実績書（１件分） 

 留意点１ 被保険者氏名及び住所、施工事業者名、工事金額、領収日が分かるもの 

       ２ 令和4年４月以降に施工したもの 

       ３ 提出様式は任意 

 

本所Ａ 

周南市 

本所Ｂ 

事業所Ａ-１ 

事業所Ａ-２ 

事業所Ｂ-１ 

事業所Ｂ-２ × 

× 

×マークは、登録不可。 

周南市の枠内にある事業所

は、事業所ごとの登録可。 
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  ★提出について    

  期限 令和5年11月末 

  方法 ①周南市役所 高齢者支援課窓口持参（本庁１階 ⑳窓口） 

        ★窓口での提出は11月30日（木）17：15まで  

      ②郵送（11月30日消印まで有効） 

        

今後の日程等について 

  10月31日（火） 研修会開催 

  11月 1日（水） 申請書提出の受付開始 

  11月30日（木） 窓口での申請書提出最終日 （郵送の場合、11月30日の消印有効） 

  12月末まで   審査、登録通知の発送 

      

  第６期（令和6年～令和7年）の受領委任払登録の有効期間 

   令和6年１月１日（土）～令和7年12月31日（日）  

   ※受領委任払の対象となる基準日は、住宅改修着工日 

 

5. 住宅改修申請手続きの流れについて  

別紙１ 「住宅改修申請手続きの流れについて」参照 

 

6. 住宅改修 受領委任払 Ｑ＆Ａについて 

別紙２ 「住宅改修 受領委任払 Ｑ＆Ａ」参照 

 

7. その他     

負担割合の確認方法について 

 ①事前申請時点で負担割合証の確認を行うこと 

 ※認定申請中の場合は被保険者が負担割合証を持っていない場合があるので注意 

 ②領収日時点での負担割合を適用するため、支払時にも負担割合証の確認を行うこと 

  ※事前申請時点での負担割合と変更になっている可能性があるため 

 

住宅改修費の支給限度額について 

  支給限度基準額は一人につき20万円（消費税込）  ※支給申請できる基準額 

  住宅改修費としての支給額は20万円の保険者負担分の９,８又は７割となる 
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➢ 利用者負担割合が１割なら 保険給付額18万円（利用者負担は２万円） 

                ２割なら 保険給付額16万円（利用者負担は４万円） 

                ３割なら 保険給付額14万円（利用者負担は６万円） 

     

ただし、支給限度額を越えた部分は全額自己負担となる 

 

 （例１）初めての住宅改修利用で全施工費用が25万円、利用者負担割合が２割の場合 

    支給限度額を越えた部分                  ５万円 

    20万円－（20万円の保険者負担分８割の16万円）  ４万円 

 最終自己負担額                     ９万円 

 

 （例２）前回住宅改修で６万円分申請し利用した。 

全施工費用が25万円、利用者負担割合が１割の場合 

     

住宅改修費の残額（20万円－６万円）＝14万円 

 

 支給限度額を越えた部分（25万円－14万円）        11万円 

    14万円－（14万円の保険者負担分９割の12万６千円） １万４千円 

 最終自己負担額                      12万４千円 

     

    


